
多世代が交流できる元気な島づくり

令和７(2025)年１２月

防府市

野島活性化基本構想



第１章　基本構想の策定にあたって -1-

１　基本構想の策定の背景と目的
２　基本構想の位置付け
３　基本構想の策定体制
４　基本構想の構成

第２章　野島の現状と課題 -2-

１　位置及び土地利用の状況など
２　野島を取り巻く状況や課題

第３章　基本構想の基本的な考え方 -7-

１　野島のめざす姿
２　基本理念

第４章　意見の把握 -8-

１　調査結果及び分析
２　基本構想への反映の流れ

第５章　基本目標 -20-

１　基本目標と施策
２　島づくりイメージ
３　スケジュール

第６章　基本構想の推進に向けて -24-

１　基本構想の推進
２　基本構想の周知
３　基本構想の進行管理
４　財政措置
５　関係部局との連携・協力

参考資料 -25-

目次

茜島シーサイドスクールは、

豊かな自然環境・心温まる教育風土に恵まれた野島小・中学校に通学することにより、

児童生徒の心身の成長を図るとともに、

心豊かに生きる力を育むことを目的とした事業です。
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１　基本構想の策定の背景と目的

２　基本構想の位置付け

３　基本構想の策定体制

４　基本構想の構成

第１章　基本構想の策定にあたって

　本基本構想は、本市の最上位計画である「防府市総合計画」を踏まえ、野島小・中学
校を核とした野島の活性化の指針となるべく策定しました。

　本基本構想は、「第１章　基本構想の策定にあたって」、「第２章　野島の現状と課
題」、「第３章　基本構想の基本的な考え方」、「第４章　意見の把握」、「第５章
基本目標」及び「第６章　基本構想の推進に向けて」の６章で構成しました。
　第１章では基本構想策定の趣旨などの基本的事項を示し、第２章で野島を取り巻く状
況や課題を明らかにした上で、第３章において、野島のめざす姿や基本理念を設定して
います。第４章では、島民や市民の意見の把握し、基本構想への反映の流れを示し、第
５章で、基本目標の達成に向けた基本施策と具体的な取組の内容を体系的に整理し、第
６章において基本構想の推進体制を設定しています。

　野島は、豊かな自然と伝統を持つ一方で、野島小・中学校の児童・生徒の減少や島民
の高齢化などに伴い、島外との交流機会の減少などの課題に直面しています。
　そうした中、豊かな自然を生かした教育を行う茜島シーサイドスクールの児童・生徒
の受入対象を令和８年度から全県化することとしています。こどもたちが通う野島小・
中学校を核として、野島ならではの魅力を生かした地域との連携や交流拡大をすること
により、野島の活力向上を図ることが重要です。
　野島が抱える様々な課題に向き合いながら、野島の持つ自然や文化といった地域資源
の持続的な活用により、茜島シーサイドスクールの魅力向上を図るとともに、こどもか
ら高齢者まで多世代による交流の拡大と活性化の好循環を創出し、「未来に向けた島づ
くり」を目指します。

　本基本構想は、野島の住民、野島小・中学校の教員、産業や福祉などの関係者で構成
された「野島活性化検討委員会」で協議、検討に加え、市民や島民を対象としたアン
ケート調査や島民への聴取り調査を通じた意見を踏まえ、策定しました。
　また、基本構想が効果的に策定できるように関係部局から構成された「野島活性化庁
内検討委員会」を開催し、意見交換や情報収集を行いました。

防府市総合計画

（主な関連計画）

防府市地域防災計画

防府市地域福祉計画

防府市空家等対策計画 など

防府市教育振興基本計画

野島活性化基本構想
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１　位置及び土地利用の状況など

２　野島を取り巻く状況や課題

（１）　人口減少・高齢化の進展について

※住民基本台帳（各年４月１日現在）

第２章　野島の現状と課題

　野島は、本土防府市から南東へ１４．８キロメートル離れた瀬戸内海海上にあり、周
南諸島に属し、行政区域を防府市とする離島で、有人島の野島、無人島の平島、沖島の
３島からなり、面積は、０．８７平方キロメートルです。
　野島全体は、都市計画法の区域外になっていますが、島のほぼ全域が瀬戸内海国立公
園の区域に指定されています。
　北の入江に集落が密集しており、野島東、野島中、野島西の３つの地区があります。
　また、集落の背後地には、農地がひな壇式に島全体に広がっていましたが、現在では
多くが、竹林や山林となっています。

　野島の人口は、１０年前と比較すると一貫して減少しているほか、６５歳以上の高齢
者が人口の７割を超えています。今後も人口が減少する一方で、６５歳以上の高齢者の
割合は、更に増加することが予想され、島にいる人だけで、地域づくりを進めるのは難
しくなっています。
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（２）　茜島シーサイドスクールの児童生徒数について

※学校教育課資料（各年５月１日現在）

（３）　渡船利用人数について

※㈲野島海運より提供資料（野島港～三田尻港間、前年１０月から当年９月までの集計値）

※釣り人の人数は、遊漁券販売枚数により算出

　茜島シーサイドスクールの児童生徒数は、令和３年度までは増加傾向にありました
が、それをピークに減少してきており、茜島シーサイドスクールの情報発信や魅力の向
上などの取組により児童生徒数を増やすことが必要です。

　渡船利用人数は、令和４年まで１万９千人前後で推移していましたが、近年は著しい
減少傾向にあり、地域交流の拡大に向けて島内に人を呼び込む等の取組の推進が必要で
す。
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（４）　主な公共施設について

主な公共施設の一覧

※政策推進課資料（令和７年３月３１日現在）

（５）　居住環境について

　野島の公共施設は、全般的に建築から３０年以上経過し、老朽化が進んでいる状況で
あるため、計画的な保全、更新が求められています。

　野島の島民の減少と離島という地理的条件に伴う生活利便性の課題などによる住宅需
要の低さから空き家が増加しており、適切な管理や利活用の促進が求められます。

（位置図）
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（６）　野島の生活サービス機能について

（７）　交通サービスについて

（８）　医療について

（９）　災害等への対応について
　
島

①防災マップ　土石災害編（抄）

警戒区域・急傾斜地の崩壊

警戒区域・土石流

　野島地区の災害リスクは図のとおりであり、災害時の避難場所として野島小・中学校
及び山口県漁業協同組合野島支所の２か所を指定しています。

　島内には、生活サービス機能が乏しく、島外にサービス機能を求める傾向にありま
す。特に生活用品等の調達のための商店がなく、週１回の移動販売車が島民の支えと
なっていますが、荒天による欠航の影響を受けることがあります。

　離島航路は、有限会社野島海運によって運行され、使用船舶を「レインボーあか
ね」、「レインボーのしま」の２隻としており、野島港と三田尻港間を１日４往復しま
す。
　市道は、野島線、野島中線の２路線が島内の主要な道路として整備されており、車両
の通行はほとんどなく、徒歩等により日常生活で利用する道路となっています。

　野島には診療機関がないため、診療所を開設し、島民の医療を確保しています。野島
漁村センターに併設された野島診療所は、月曜日と木曜日の午後１時から午後４時まで
開設しています。
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②防災マップ　津波編（抄）

津波浸水予測範囲

警戒区域・急傾斜地の崩壊

警戒区域・土石流

③防災マップ　高潮編（抄）

高潮浸水想定区域

土石流、急傾斜地の崩壊
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１　野島のめざす姿

２　基本理念

　野島の魅力の１つである茜島シーサイドスクールの魅力を向上し、野島ならではの学
びを基軸としながら、こどもから高齢者まで多世代の人々が交流をすることを目指すと
いうことから、「野島で学ぶ」を基本理念の１つとしました。
　また、様々な分野の方々と協力しながら交流を拡大し、活性化の好循環を生み出すこ
とを目指し、「人々がふれあう」、「力を合わせる」を基本理念として掲げ、野島の文
化や伝統を次の世代につなげていきたいという思いから、「未来へ引き継ぐ」を加えま
した。
　これら４つを、野島のめざす姿の実現のために大切にすべき基本理念として設定し、
こどもが主役、多世代がいきいきと活躍する島づくりに取り組みます。

第３章　基本構想の基本的な考え方

多世代が交流できる元気な島づくり

　野島は、先人から受け継がれた魅力ある自然や伝統、文化といった地域資源を有する
素晴らしい島です。
　この魅力ある環境のもと、平成１３年度から野島小・中学校において事業展開してい
る「茜島シーサイドスクール」は、島民にとって地域交流の重要な役割を担っていると
ころです。
　令和８年度から受入対象を全県化する野島小・中学校を地域交流の場の核とすること
で、こどもから高齢者まですべての世代が交流する場が生まれ、野島の活性化につなが
ります。
　野島が抱える様々な課題と向き合うとともに、野島を舞台に人々がふれあいながら野
島の魅力ある地域資源を再認識できる環境を整えることにより、元気な島づくりを目指
していきます。

野島で学ぶ 人々がふれあう

力を合わせる 未来へ引き継ぐ
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１　調査結果及び分析

（１）　島内住民対象アンケート

第４章　意見の把握

　地域交流や活性化、公共施設の集約化等の在り方について、島内及び島外の市民が持
たれている意識や意見を把握し、基本構想を策定する上での基礎資料とすることを目的
として、第３章の基本構想の基本的な考え方を基に質問項目を設定し、アンケート調査
や聞取り調査を実施しました。
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（２）　島外住民対象アンケート
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（３）　聴取り調査

①　野島小・中学校について、どのような思いや印象がありますか？

 • 学校はコミュニティの核であり、運動会や文化祭は地域の重要な行事
 • 少人数で一人ひとりに合った教育ができ、 こどもが穏やかで、良い環境の中で
　学べる
 • 個性を把握してこどもに沿った指導ができる点が良い
 • 島外から、環境を変えて勉強したいこどもが来られる学校である
 • 学校がなくなると船便の減少につながる可能性がある

②　野島小・中学校は、地域にとってどのような存在だと思いますか？

 • 学校があることで外部の人を島に呼び込んでくれる
 • 学校があることで島の活気が保たれ、こどもの声が島民を元気づけている
 • 「なくてはならない存在」であり、学校の地域での役割は大きい
 • 運動会などの行事は島の娯楽にもなっている
 • 島の伝統行事を継承してくれている

③　野島小・中学校（施設）を、地域にどのように活用すればよいと思いますか？

 • 運動会・文化祭以外の学校行事への定期的な交流機会をつくる
 • 学校の週末開放
 • 漁村センターと学校の行事を通じた交流促進
 • 給食を一緒に食べるなど、こどもと島民が交流する機会をつくる
 • 島民が特技を教える交流の場をつくる

④　学校を核にした交流促進や野島の活性化について、期待や不安があれば
　　教えてください。

 • 市内の児童生徒、外部の学生が島に訪れるようになれば活性化につながる
 • こどもがいなくなることへの不安
 • 交流機会が増える一方で、学校やこどもに負担が増えることへの懸念
 • 行事での交流はあるが、個別の１対１の交流を期待
 • 伝統芸能（野島太鼓、盆口説き等）を継承してくれることを期待
 • 島民の高齢化により、協力や参画が難しくなっている
 • 船便の時間の制約で、授業以外での交流機会が限られる

⑤　野島の良さ・魅力はどこにあると思いますか？

 • 夜が静かで、街の喧騒に疲れた人には癒やしの環境
 • 豊かな自然（海・夕日・朝日）があり、 時間がゆっくり流れる環境
 • 野島にある「人・自然・動物・環境」すべてが強み
 • 上下水道やインターネットのインフラが整備されている
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⑥　野島の暮らし等で困っていること、課題は何ですか？

 • 独居高齢者が増え、不安が大きい
 • 買い物が不便（移動販売車は週1回、冬場は船が止まりやすい）
 • 店舗、病院がない
 • 気軽に本土へ行けず、急病時の不安
 • 船便が少なく、もう１往復・遅い便が欲しい
 • 冬の欠航が多い
 • 行事（例：神楽）の継続が難しい
 • 道路の草やゴミなどの清掃活動
 • 畑の管理ができず、荒れている場所が増えている

⑦　野島の未来について、どのような方向が望ましいと考えますか？

 • 学校の児童生徒数が増えること
 • シーサイドスクールの存続
 • 「面白いから行く」リピーターが増える島を目指す
 • 人口が増え、島全体に活気が戻ること
 • 子育てしたいと思える魅力ある島へ
 • 若い世代が住み、生活・子育てができる環境づくり
 • 島外から積極的に関わる人材の増加、空き家の活用
 • 空き家を活用した滞在型（週末のみなど）人材の参加と島民支援
 • リモートワークを活かし、20〜30代が住める島を目指す
 • 介護施設の整備による雇用創出
 • 水産業などの産業の構築

⑧　野島を活性化するには、今後、どんな人材や支援が必要だと感じますか？

 • 野島の魅力・観光資源（キャンプ場等）をＳＮＳを活用し、ＰＲできる人材配置
 • 多様な目的で島に来てもらうための魅力づくり
 • 漁村センターを中心とした学校と地域をつなぐ支援
 • 地域おこし協力隊が実際に野島に住んで体験し、必要な支援策を見極めること
 • 船便の利便性向上（通勤しやすい時間帯等）
 • 補助金だけでなく、仕事や魅力を生み出す支援

⑨　ご自身が野島に対して協力できそうなことやしたいことはありますか？

 • 学校と地域をつなぎ、島外への情報発信も担うこと
 • 個人的な野島PR
 • 釣り客などとのコミュニケーションを図る
 • イベントへの参加
 • 清掃ボランティアへの参加
 • 昔の写真をICTやAIでカラー化・動画化するなどの技術的支援
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２　基本構想への反映の流れ

　本基本構想策定にあたって、意見の把握及び基本構想への反映の流れを次に示します。

野島の現地確認、
野島の課題に対する意見の把握

基本構想の方針の決定
ｱﾝｹｰﾄ調査等の質問項目の精査

骨子案に対する意見の把握

素案に対する意見の把握

意見反映

意見反映

提示

提示

策定

意見反映

意見反映

令和７年５月１日

第１回野島活性化検討委員会

令和７年７月１６日

第２回野島活性化検討委員会

令和７年１０月２１日

第３回野島活性化検討委員会

令和７年１１月１８日

第４回野島活性化検討委員会

野島活性化基本構想（骨子案）

野島活性化基本構想（素案）

野島活性化基本構想

アンケート調査・聴取り調査
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１　基本目標と施策

➣　野島の強みを生かした授業づくり

➣　宿泊ができる学校づくり

➣　魅力的な情報発信

➣　児童生徒が通いやすい体制づくり

（１）茜島シーサイドスクールの魅力の向上

　基本理念の「野島で学ぶ」、「人々がふれあう」、「力を合わせる」、「未来へ引き
継ぐ」を具体化するため、次の３つの基本目標を施策の柱とします。
　野島小・中学校を核とした野島ならではの魅力を活かした地域との連携や交流拡大に
向け、第２章の野島の現状と課題と第４章の意見の把握を勘案し、具体的な施策を設定
します。

第５章　基本目標

　防府駅・三田尻港間のマイクロバス送迎など、更なる支援を検討し、通学に係る
保護者の負担軽減を図ります。

　宿泊学習やクラブ合宿が可能な宿泊スペースの整備を検討します。
　野島ならではの自然体験や地域交流を組み合わせることで、こどもたちが学びを
深め、野島を知る機会を提供します。

　野島の自然や文化、伝統などを題材とした授業を取り入れた島ならではの学びの
場を更に充実させることにより、野島で学びたいという児童生徒の増加と地域の活
力向上を図ります。

　茜島シーサイドスクールの魅力を広めるため、ホームページやＳＮＳを通じて、
学校活動を積極的に発信し、児童生徒数の増加を図ります。

シーカヤックの授業の様子
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➣　公共施設の集約化

➣　「住みたい人」への支援

　地域おこし協力隊によるホームページやＳＮＳを通じた積極的な野島の魅力発信
を行うとともに、「野島に住みたい」と思う人に対する支援策を検討します。
　また、空き家など未活用資産についても、希望者が活用しやすい仕組みづくりを
検討します。

（２）野島の利便性の向上

　野島小・中学校敷地はハザード区域外にあることから、安全性を考慮し、野島漁
村センターや野島診療所などの公共施設を学校敷地へ移転することや地域交流施設
を一体的に整備することを検討します。
　周辺環境に配慮しつつ、こどもから高齢者まで、誰もが使いやすい施設とし、地
域の連携強化や島内外の交流拠点として活用し、野島の活性化を目指します。

野島漁村センター

（出張所、公民館機能、診療所）

学校敷地へ
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➣　野島の強みを生かした交流イベントの開催

➣　多世代が交流可能な空間づくり

➣　交流イベントなどの担い手の確保

➣　野島における事業・活動の支援

　交流イベント実施や環境整備を継続していくため、民間事業者との連携を検討し
ます。
　また、地域おこし協力隊を中心に、地域住民やボランティアなどが、交流イベン
トなどに携わりやすい仕組みづくりを検討します。

　自然豊かな野島の環境で「仕事をしたい」、「商品開発をしたい」、「活動をし
たい」と思う人に対する呼び込みを検討します。

　野島の滞在時間や利用機会を増やすため、野島ならではの魅力を生かした交流イ
ベントを開催します。
　こどもから高齢者まで、多世代が集い交流できる場を創出するとともに、季節の
行事や地域資源を生かしたイベントを開催します。
　開催にあたっては、地域や民間事業者、学校、大学などとの連携により実施しま
す。

　野島を訪れた人が滞在時間を楽しめるよう、魅力ある港づくりを行います。
　地域資源を生かした魅力の発信をするとともに、ウェルカム看板や芝生広場など
を整備するほか、高齢者がいきいきと利用できるウォーキングコースを整備し、こ
どもから高齢者まで、多世代が自然を感じながら交流できる空間づくりを目指しま
す。
　また、公共施設の集約化とあわせて整備する地域交流施設と芝生広場を、地域交
流拠点としてイベント活動などに積極的に活用することで、交流人口の拡大を目指
します。

（３）野島の魅力の再発見

整備イメージ
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２　島づくりイメージ

３　スケジュール

公共施設の集約化

学校の魅力の向上

魅力ある港づくり
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１　基本構想の推進

２　基本構想の周知

３　基本構想の進行管理

４　財政措置

５　関係部局との連携・協力

　本基本構想の各施策は、関係部局との連携・協力を図り、展開していきます。

第６章　基本構想の推進に向けて

　本基本構想を推進するにあたっては、学校・地域・民間事業者・大学・行政がそれぞ
れの役割を認識しながら、連携・協働を強め、野島の活性化を図ることが重要になりま
す。

　本基本構想の趣旨は、ホームページ等を通じて、広く周知を行い、市民の野島に対す
る意識を高め、理解と協力を得ながら円滑な推進を図ります。

　本基本構想を着実に推進するため、野島活性化検討委員会による外部の知見を活用
し、各施策の進捗管理を行います。

　本基本構想で掲げた野島のめざす姿を実現するため、国・県等の支援制度を活用し、
施策の取組に必要な財源の確保に努めます。
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・野島活性化検討委員会設置要綱
・野島活性化庁内検討委員会設置要綱
・策定経過

参考資料
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（目的及び設置）

（委員）
第２条　委員会の委員は、次の者をもって充てる。
　(1) 野島地域自治会連合会　１名
　(2) 防府市立野島小・中学校　１名
　(3) 一般社団法人防府観光コンベンション協会　１名
　(4) 防府商工会議所　１名
　(5) 防府市社会福祉協議会　１名
　(6) 防府市市民活動支援センター　１名
　(7) 防府市総合政策部政策推進監
　(8) 防府市文化スポーツ観光交流部次長
　(9) 防府市福祉部次長
 (10) 防府市産業振興部次長
 (11) 防府市教育委員会教育部次長

（役員）
第３条　委員会に、委員長、副委員長を置く。
　(1)委員長は、防府市教育委員会教育部次長をもって充てる。
　(2)副委員長は、防府市総合政策部政策推進監をもって充てる。
（役員の職務）

第４条　委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

（会議）
第５条　委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が会議の議長となる。

（事務局）

（その他）

　附　則
この要綱は、令和７年４月１５日から施行する。
　附則
この要綱は、令和７年５月２９日から施行する。

令和７年４月１５日制定　
　　　野島活性化検討委員会設置要綱

第６条　委員会の事務局は、防府市教育委員会教育部教育総務課、学校教育課及び防府
　市総合政策部地域振興課に置く。

２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、
　その職務を代理する。

２　委員の任期は、基本構想の策定が終了するまでとする。ただし、欠員が生じた場合
　における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第１条　野島の未来に向けた島づくりや学校を核とした野島の活性化について協議し、
　基本構想を策定するため、野島活性化検討委員会（以下「委員会」という。）を
　設置する。

第７条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別
　に定める。

２　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ
　ろによる。
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（目的及び設置）

（委員）
第２条　委員会の委員は、次の者をもって充てる。
(1)総合政策部政策推進監
(2)総務部防災危機管理課長
(3)総合政策部地域振興課長
(4)文化スポーツ観光交流部観光振興課長
(5)福祉部高齢福祉課長
(6)保健こども部子育て推進課長
(7)保健こども部健康増進課長
(8)産業振興部農林漁港整備課長
(9)産業振興部商工振興課長
(10)土木都市建設部都市計画課長
(11)教育委員会教育部教育総務課長
(12)教育委員会教育部学校教育課長
(13)教育委員会教育部生涯学習課長

（役員）
第３条　委員会に、委員長、副委員長を置く。
(1)委員長は、総合政策部政策推進監をもって充てる。
(2)副委員長は、教育委員会教育部教育総務課長をもって充てる。
（役員の職務）

第４条　委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

（会議）
第５条　委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が会議の議長となる。

（事務局）
第６条　委員会の事務局は、教育委員会教育部教育総務課に置く。
（その他）

附　則
この要綱は、令和７年６月２６日から施行する。
　附　則
この要綱は、令和７年９月５日から施行する。

　　　野島活性化庁内検討委員会設置要綱
令和７年６月２６日制定　

第１条　野島の未来に向けた島づくりや野島の活性化について協議するため、野島活性
　化庁内検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

２　委員の任期は、基本構想の策定が終了するまでとする。ただし、欠員が生じた場合
　における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ
　ろによる。

第７条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別
　に定める。

２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、
　その職務を代理する。
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　策定経過

１　野島活性化検討委員会

２　野島活性化庁内検討委員会

３　意見の聴取

第２回 令和７年７月１６日
・野島活性化基本構想の方針（案）について
・ｱﾝｹｰﾄ等の素案について　他

第３回 令和７年１０月２１日
・野島活性化基本構想の骨子（案）について
・ｱﾝｹｰﾄの結果について　他

月日 項目 主な内容

第１回 令和７年５月１日
・懸案事項（課題）の共有について
・野島活性化基本構想の概要（案）について　他

月日 項目 主な内容

第１回 令和７年９月２９日
・野島活性化プロジェクトについて
・今後の事業展開について

第４回 令和７年１１月１８日
・野島活性化基本構想の素案について
・事業計画について　他

調査の種類

アンケート調査

聴取り調査

項目

令和７年８月２４日から
令和７年９月１２日まで

令和７年９月７日から
令和７年９月８日まで

主な内容
インターネットと郵送による回答形式
・島内用アンケート　70人
・島外用アンケート　9,300人
インタビューによる回答形式
・島民　17名
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